
1 
 

第２期那須塩原市保育園整備計画の策定について 

 

１ 計画策定の趣旨 

   那須塩原市では、多様化する保育ニーズに柔軟な対応を図るとともに、民間活力によ

る効率的な保育園運営を推進するために平成２５（２０１３）年６月に「那須塩原市保

育園整備計画（後期計画）」を策定、平成２７（２０１５）年度には子ども子育て支援

制度を踏まえ、増加する入園待ち児童の解消等、本市の喫緊の課題の解決の為「那須塩

原市保育園整備計画（後期計画）【改訂版】」と改訂を行い、市の保育施策を推進してき

ました。 

   本計画については、平成３１（２０１９）年度末をもって計画期間が終了することか

ら、次期計画を策定するもので、上位計画として現在策定を進めている「第２期那須塩

原市子ども・子育て未来プラン」との整合性を取り、子育て支援施策の推進の一翼を担

う計画とすることとします。 

 

２ 計画の位置づけ 

   当計画は、市政全般に係る基本的な計画である「那須塩原市総合計画」に基づき、今

後の市内における保育園、認定こども園等の整備の在り方をまとめたものです。 

   具体的には、総合計画を最上位計画とした福祉部門の計画体系の中に位置付けられて

おり、主に今後の市の保育園整備の方向性を定めた計画となります。（資料１参照） 

   なお、当計画は、関連する法令と連携しながら推進するものであり、児童福祉法にお

いて、「市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために

必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園の

整備に関する計画（以下「市町村保育園整備計画」という。）を策定することができる。」

と規定されています。さらに、同法において、市町村保育園整備計画に基づく事業の実

施に当たっては、国から交付金の交付を受けることができることとなっているため、今

後保育園や認定こども園を整備するに当たっては、当計画に位置付けることが必要とな

ります。 

 

３ 計画の期間 

   計画の期間は、２０２０年度から２０２４年度までの５年間とし、必要に応じて見直

しを行います。 

 

４ 計画の策定体制 

 （１）子ども・子育て支援施策推進委員会 

    関係課で組織された子ども・子育て支援施策推進委員会において、庁内の連絡調整

を行います。 

 （２）子ども・子育て会議 

    保護者、関係機関等で組織された子ども・子育て会議において、意見聴取・検討を
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行います。 

 （３）市民の意見 

    ①ニーズ調査 

      未就学児と小学生の保護者の中から抽出した４，０００人を対象とし、郵送で

子育てに関するニーズ調査を行っており、集計結果を反映させます。 

    ②パブリックコメント 

 

５ 計画策定のスケジュール 

年度 月 内容 備考 

30 

（2018） 

3月 子ども・子育て会議 ニーズ調査の結果について 

 

 

 

 

31 

（2019） 

5月 子ども・子育て支援施策推進委員会 計画骨子について 

子ども・子育て会議 

8月 子ども・子育て支援施策推進委員会 計画素案について 

子ども・子育て会議 

10月 子ども・子育て支援施策推進委員会 パブリックコメントの実施に

ついて 子ども・子育て会議 

11月 パブリックコメント実施  

1月 調整会議・庁議 計画案について 

2月 全協報告  

 

＜資料１＞ 

（主な関連法令）

＜市の各種計画上の関連性＞ ＜法令上の関連性＞
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◆市の施策に係る基本計画

保育園アクションプログラム※１

（福祉部門に係る関連計画）

保育園整備計画（後期計画）
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社会福祉法

（福祉部門に係る関連法令）

※１：正式名称は、「保育園における保育の質の向上のためのアクションプログラム」である。
※２：正式名称は、「那須塩原市立保育園民営化ガイドライン」である。
※３：正式名称は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」である。
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